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小川村危険廃屋解体撤去補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、村内の景観及び住環境の向上並びに村民の安心安全の確保を図るため、

村内の危険廃屋の解体及び撤去に係る経費の一部を補助することについて、小川村補助金交

付規則（昭和52年小川村規則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 危険廃屋 所有者等が現に居住その他の用に供しない建物（住宅・土蔵・車庫・店

舗・事務所、物置等をいう。）で、周囲に危険を及ぼすおそれがあり、屋根、柱その他の

建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第５号に規定する主要構造部が朽ちる等によ

り、使用することが不能であるものをいう。 

(２) 解体撤去業者 危険廃屋の解体及び撤去を行う資格を有する者をいう。 

(３) 自主施工者 危険廃屋の解体及び撤去を、請負契約によらないで、建設工事に係る資

材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）をはじめとする法令等を遵守して

所有者自ら解体する者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、村税等を

滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 村内に存する危険廃屋の所有者 

(２) 村内に存する危険廃屋の所有者から当該危険廃屋の解体及び撤去について委任を受け

た者 

（補助対象危険廃屋） 

第４条 補助金交付の対象となる危険廃屋は、次の各号のいずれにも該当するものとする。た

だし、村長が特別に認めた場合はこの限りではない。 

(１) 個人が所有するもの 

(２) 建替えを目的としていないこと。 

(３) 土地の譲渡を目的としていないこと。 

(４) 公共事業等による補償の対象となっていないこと。 

（補助対象経費及び補助金額） 

第５条 補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、

別表１に掲げる額とし、予算の範囲内で交付する。 

２ 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を

補助金の額とする。 

３ 補助金の交付は、第３条に規定する補助金交付対象者１人につき１回限りとする。ただし、

第３条第２号で定める者については、この限りではない。 

（事前審査） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、解体撤去工事着手前に小川村危険廃屋

解体撤去工事計画書（様式第１号。以下「計画書」という。）に、次に掲げる書類を添付し、

村長に提出しなければならない。 

(１) 対象危険廃屋の位置図 

(２) 解体撤去工事見積書 
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(３) 解体撤去工事着手前の現況写真及び予定箇所の写真 

(４) 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書 

(５) 納税証明書 

(６) その他村長が必要と認める書類 

２ 前項の場合において、計画書に係る危険廃屋の所有者と当該危険廃屋の所在する土地の所

有者が異なるときは、計画書に当該土地の所有者の当該危険廃屋の解体及び撤去に係る同意

書を添付しなければならない。 

３ 村長は、前項の規定により計画書の提出があったときは、補助要件に適合しているかを審

査し、小川村危険廃屋解体撤去工事計画承認（不承認）書（様式第２号）により、審査結果

を通知するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、小川村危険廃屋解体撤去補助金交付申

請書（様式第３号。以下「補助金交付申請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて完了

の日から30日以内に村長に提出しなければならない。 

(１) 事業実績報告書 

(２) 収支決算書及び支出証拠書類 

(３) 解体撤去工事請負契約書 

(４) 廃棄物処理に関する処分証明書類 

(５) 解体撤去工事完了写真 

(６) 補助金交付請求書 

(７) その他村長が必要と認める書類等 

（補助金の交付決定） 

第８条 村長は、補助金交付申請書の提出があったときは、現地調査を行い、当該申請内容を

審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の額を決定し、小川村危険廃屋解

体撤去補助金交付決定通知書（様式第４号）により当該補助対象者に通知する。 

２ 補助金の支払方法は、確定払とする。 

３ 前項に規定する補助金の交付決定には、解体撤去の日以後、当該土地を適切に管理するこ

とを条件として付するものとする。 

（補助金の返還） 

第９条 村長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反し、又は不正の手段により補助

金を受けたと認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

別表１（第５条関係）  

施工者 補助対象経費 補助金額 

解体撤去業者 
危険廃屋の解体及び撤去に要した工事費 

10分の２ 

限度額20万円 

自主施工者 解体及び撤去する廃屋の延床面積に１平方

メートルあたり900円を乗じた額 

10分の10 

限度額20万円 
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様式第１号（第６条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第６条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 
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